
 

  
平成28年7月14日 

議会訓令第 3 号 

委員会における請願・陳情者の意見陳述実施要綱 
 

請願・陳情者が希望する場合、議会運営委員会が認めたときに、審査する委員

会において、意見陳述（請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べるこ

と）を行うことができます。 

  

1．意見陳述の申し出 

請願・陳情の意見陳述を希望される場合は、請願・陳情の締め切り日時ま

でに、所定の意見陳述申し出書に必要事項を記載し、押印のうえ、議会事務

局に提出してください。なお、郵送による提出はできません。 

 

2．意見陳述の許可・不許可 

議会運営委員会において、意見陳述の許可・不許可の決定がされます。 

なお、その議会運営委員会は議会開会日の前日に開催されます。また、許

可・不許可が決定され次第、請願・陳情（代表）者にその旨を連絡します。 

 

3．意見陳述の方法 

 （1）意見陳述の実施時期  

   当該請願・陳情が審査される委員会において、請願・陳情の審査前に実施

します。 

  （意見陳述の開始時間は、事前に目安となる時間をお知らせしますが、当日

は、委員会の進行状況により、意見陳述を行っていただく時刻が前後します

ので、予めご了承願います。） 

 （2）陳述人数  

  ｲ.請願・陳情1件につき、陳述者は提出者の中から1人とします。ただし、提

出者または賛同者の中から2人まで同席できます。 

なお、請願の場合は、紹介議員の中から1人のみ同席することができます。 

  ﾛ.陳述者に介助が必要な場合は介助者の出席を認めます。 

 （3）陳述時間  

   請願・陳情1件あたり5分以内とします。ただし、請願の場合の紹介議員に

よる陳述時間は、陳述者による陳述時間とは別に5分以内とします。 

 （4）陳述場所  

    委員会室内に陳述者席を設けます。 

 (5) 陳述内容 

   当該請願･陳情内容の趣旨の説明及び補足説明とします。なお、紹介議員

は請願の概要説明とします。 

 （6）委員・陳述者及び紹介議員間の質疑 

意見陳述後に、委員から陳述者及び紹介議員に質疑を求める場合がありま

す。ただし、陳述者及び紹介議員から委員への質疑はできません。 



 

（7）執行部職員・傍聴人等について 

意見陳述の際、執行部職員は出席して当該意見陳述を聞きます。 

また、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができます。 

（8）資料等の配布 

各委員に参考資料として、事前に資料配布ができますので、希望される場

合は議会事務局まで申し出てください。なお、当日は委員会開会中に資料配

布ができませんので予めご了承願います。 

意見陳述者はパネルやスクリーン等の使用はできません。 

（9）意見陳述後の陳述者の傍聴について 

意見陳述終了後は、委員長の許可を得て委員会審査を傍聴することができ

ます。 

（10）意見陳述時の注意事項 

意見陳述に際しては、下記の事項を守り、議長または委員長の指示にした

がってください。 

    ｲ.決められた発言時間を超過しないでください。 

   ﾛ.当該請願・陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないでください。 

   ﾊ.個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議

員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないで

ください。 

   ﾆ.会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないでください。 

   ﾎ.その他の守るべき事項として、小美玉市議会傍聴規則第13条「傍聴人の

遵守事項」をお守りください。 

 （11）費用弁償 

意見陳述を行う者に対し、費用弁償（日当２，０００円のみ）を支給しま

す。同席者並びに介助者に対しては、支給しません。 

 

4．その他 

意見陳述にかかる全文は会議録に掲載し、「小美玉市情報公開条例」によ

って請求がなされれば公開することができます。 

 

5．様式のダウンロード 

意見陳述申し出書（様式）のダウンロード 

 

 

  



 

 平成  年  月  日 

 

小美玉市議会議長 様 

 

請願・陳情（代表）者  住 所 

（団体名） 

（ふりがな） 

氏 名            印 

連絡先ＴＥＬ（自宅・携帯） 

 

 

 

意 見 陳 述 申 出 書 
 

 

平成  年  月  日に提出いたしました請願・陳情についての意見陳述を

希望します。 

 

 

１． 請願・陳情名 

 

 

２． 意見陳述を行う方の氏名等 
※上記の請願・陳情（代表）者と意見陳述者が異なる場合のみご記入ください。 

住 所  

（ふりがな） 

氏 名 
 

 

３．同席者の氏名等（２名以内） 
※請願・陳情の提出者のうち、意見陳述者以外で同席を希望する場合のみご記入ください。 

住所   

（ふりがな） 

氏 名 
  

 

４．同席する紹介議員の氏名（１名のみ同席することができます。）※請願のみ 

氏 名  

 

※請願・陳情（代表）者は、「委員会における請願・陳情者の意見陳述について」

の内容をご了承のうえ、本申し出書の提出をお願いします。 


